
一般社団法人 日本病院会御中

事務連絡

平成 27年 3月 31日

厚生労働省健康局総務課

原子爆弾被爆者援護対策室

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する指定医療機関の

指定等に関する事務・権限の移譲について

平素より原子爆弾被爆者に対する援護にご協力頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、平成27年4月 1日から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係、

政令等の整備等に関する政令（平成27年政令第 128号）」及び「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成 27年厚生労働省

令第 55号）」が施行され、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成6

年法律第 117号）及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（平成

7年政令第 26号）に規定する指定医療機関の指定等に係る事務・権限が厚生労

働大臣から都道府県知事に移譲されます。

今般、 )jiJ添のとおり各都道府県並びに広島市及び長崎市宛て通知し、管下の

関係者及び関係団体等に対しでも周知を行うよう依頼しましたので、貴団体に

おかれましでも御承知置きいただきますよう、お願い申し上げます。
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（公印省略）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令J

及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」

の施行について（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令

（平成 27年政令第 128号。以下「整備政令」という。）」及び「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成27年厚生労働省

令第 55号。以下「整備省令」という。）」が本日公布され、平成 27年4月1

日から施行されることとなった。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成6年法律第 117号。以下「法」

という。）に係る整備政令及び整備省令の改正の趣旨及び概要は下記のとおり

であるので、ご了知の上、関係者及び関係団体等に周知を図るとともに、実施

に遺漏のないようお願いしたい。なお、移譲した事務・権限が円滑に実施され

るよう、万全の支援を行う所存であるので、不明な点等があればご照会願いた

し、。

司
い

第1 改正の趣旨

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について（平成 25年 12月 20日閣

議決定）」において、法第 12条第1項に規定する指定医療機関の指定に係る事

務・権限及び法第 12条第3項に規定する指定の取消しに係る事務・権限（以下

「指定等事務・権限」という。）について、都道府県知事に移譲することとさ

れた。このことを踏まえて、整備政令において原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律施行令（平成7年政令第 26号。以下「政令」という。）の所要の改

正を行うとともに、整備省令においてー原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律施行規則（平成7年厚生省令第 33号。以下「省令j という。）の所要の改正



を行うことより、指定等事務・権限及びこれに付随する事務・権限について、

都道府県知事に移譲するものである。

第2 改正の概要

( 1）整備政令による政令の改正について

整備政令により、

政令第 22条第1項の改正を行い、法第 12条第1項（指定医療機関の指定）

及び同条第3項（指定医療機関の指定取消し）並びに第 13条第2項（指定

医療機関の指導）に係る権限を都道府県知事に移譲することとした（整備政

令第 28条第1項関係）。

また、政令第22条第2項において、政令第 11条（指定医療機関の指定）、

第 12条（届出）及び第 13条（指定辞退の申出）に関する規定について、都

道府県知事がこれらの事務・権限を行う場合における必要な読替規定を設け

ることとした（整備政令第 28条第2項関係）。

なお、整備政令の施行の前に厚生労働大臣による指定を受けた指定医療機関

については、整備政令の施行の日後、都道府県知事による指定を改めて受ける

必要はないため、ご留意されたい（整備政令附員lj第4条関係）。

（参考）都道府県知事に対する移譲事務・権限

①指定医療機関の指定（法第 12条第1項、政令第 11条）

②指定医療機関の指定の取消し（法第 12条第3項）

③指定医療機関の指導（法第 13条第2項）

④指定医療機関の変更届出等（政令第 12条）

⑤指定医療機関の指定辞退の申出（政令第 13条）

( 2）整備省令による省令の改正について

指定等事務・権限及びこれに付随する事務・権限を厚生労働大臣から都道

府県知事に移譲することに伴い、現在、地方厚生局長に委任しているこれら

の事務・権限について、所要の整理を行うこととした（整備省令第 20条関係）。

第3 施行期日

平成27年4月1日
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お
お
む
ね
岡
万
か
ら
七
万
ま
で

を
標
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
．

第
一
－
一
条
即
ニ
法
第
十
三
条
第
－
一
項
第
一
号
の
施
設
又
は
糟
習
会
（
以
下
己
申
条
及
び
第
四
十
五
条
町
三
に
お
い
て

「
指
定
児
童
福
祉
苛
菱
成
施
設
帯
」
と
い
う
J
の
指
定
は
．
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
施
設
又

は
講
習
会
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
．

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
輔
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
由
設
置
者
又
は
講
習
会
田
実
施
者
円
以
下
と

の
条
に
お
い
て
「
設
置
者
等
』
と
い
う
J
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
鞍
じ
た
申
嫡
帯
棒
、
当
該
施

設
の
所
在
地
主
は
斡
習
会
田
開
催
地
（
以
下
己
申
条
に
お
い
て
「
所
在
地
等
」
と
い
う
J
目
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
、
P
な
い
．
己
申
場
合
に
お
い
で
、
設
置
者
等
が
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
〈
．
v
で
あ
る
と
き

は
、
市
前
書
に
定
議
、
寄
付
行
為
号
由
他
由
規
約
を
事
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

指
定
鬼
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
設
置
者
等
は
、
前
項
由
申
請
書
目
飽
載
事
項
（
厚
生
労
樋
省
令
で
定
め
る
も

の
に
限
畠
J
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
告
は
．
当
該
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
田
所
在
地
等
回
都
道
府
県
知

事
に
申
請
し
‘
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
設
置
宥
等
は
、
第
二
項
目
申
請
書
由
但
範
事
項
（
前
項
由
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
以
外
申
も
の
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
J
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更

の
あ
っ
た
目
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
指
定
児
童
福
祉
司
差
成
施
設
等
叩
所
在
地
等
の
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い
．

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
施
設
の
長
は
、
毎
学
年
開
始
後
三
月
以
丙
に
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
現
在
．
当
該
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

官火曜日平成27年 3月31日ア

法第十三条第＝項第一号目指定を受けた憐習会田実施宥は．当該憐習会田実施後一月以内に．
厚生労働省令で定める事項を‘当該講習会の開催地白都道府県知事に報告しなければならない．

都道府県知事は、法及びこ田政令由施行に必要が晶ると認めるときは、そ時必要な限度で、指
定児童福祉司義成施股等の長に対し‘教育品刀法、設磁その他的事項に関し報告を求め、若し〈は

指噂をし‘又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件吾設査させるととができる．
前項目規定による検査を行う場合においては．当該職員は‘その身分を－一す証明書聖携帯L、

関係者回繭求があるときは、とれを提示しなければなちない．
第七項目規定による権限は‘犯罪捜査のために認めSれたも申と解釈してはならない．

都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につ昔、第－項目規定に基づ〈厚生労働省令で定
める基準に霞当しなくなったと認めるとき．若しくは第七項目規定による指導に従わないとき、

又は次項の規定による申一輔があったときは、その指定を取り講すことができる．
指定児童福祉司養成施設等白股置者等は、指定の取消しを求めようとすると宮は、学年の開始

月又は講習会の実施月の－一月前までに．厚生労働省令で定める事項吾、当践指定児童福祉司養成
施股等白所在地等の都道府県知事に提出じなければならない．

第＝十七条由十二時表第三十－条申五回二十五第二項第二号の項中「いう・」白下に「次号及び』
を加え‘同項目次に次のように加える．

一第二十一条の豆町＝十五第二一唾害児週間叩支援事業所一障害児入所施綾’一
一項第三号111TIllit－－－－ーTitil－－Illl1ム

一一指定障害児通所支援事業者一指定障害児入所施設の設置者一

第四十E条由三第一項中「白規定による助言」田下に寸法第十三条第二瑠第一号由規定並びに
第三条の－一第二項から第七項まで．第十項及び第十二胡町規定による同号に規定する施設及び構習

会の指定等」を加え、『第二節第三款再活第＝十四条の十九回ニにおいτ箪用する場合を古むJ及び」
を削り、開条第八項中「児童相骸所員－と」叩下に「‘法第二十工韓日豆町＝十五第三項第二号中

『というJ」とある申は『という．｝又は第五十九条由四第】項由児童相競鹿股置市（以下「児童相
談所設置市」とり一J」と」指定都市の長」とあるのは「指定都市の長文は児童相様所設置市田市

長」と、同条第三項中「又は指定都市の長－とあ墨田は「、指定都市町長文は児童相談所股置市の
市長」と、法第二十一条町宜由二十六第ニ項から第四項まで及び第二十一条町買の二十七第五項申

『指定都市白長』とあるのは「都道府県知事』と」を加える．
｛医痩法施符令の一部改正）

第二条医療法施行令（昭和二十三年政令第三百＝十六号）の一部を次田ように改正する．
第一条町表第七条第一項申寝から第十二条第＝項目項まで、第十五条第三項の項及び第十六条但

書冊項在削り、同義第二十三条の＝の項及び第＝十四条第二慣の項を次のように絞める．

第項第十四条

の第

十条

者盟

主務大臣

晴 l第
第｜一

引委

員J露
関｜主

劃主
項

同
一
表
第
ご
十
八
条
の
項
幸
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

主
務
大
匡

命
ず
る

第
＝
条
第
二
項
中
嘉
七
十
一
条
の
三
第
一
項
』
を
円
第
七
十
一
条
町
四
第
｝
項
」
に
改
め
る
．

市
申
し
出
る



（号外第72号）

第
七
条
第
一
も
の
と
す
る

こ
項

第
八
条
中
「
主
務
大
臣
の
』
を
『
行
政
庁
の
」
に
、
「
そ
由
所
在
地
申
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
‘
主
務
大
臣
」

を
『
行
政
庄
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
回
よ
う
に
加
え
る
．

と
の
場
合
に
お
H
て
、
当
陵
設
置
者
が
学
校
の
設
置
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
田
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経

由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
H
．

第
九
条
の
表
以
外
白
部
分
中
『
第
三
条
」
を
「
第
二
金
に
改
め
．
同
条
由
表
第
三
条
の
項
中
欄
中
「
そ
由
所
在

地
の
都
道
府
県
知
事
〔
公
立
の
学
校
に
あ
っ
て
は
、
そ
申
所
在
地
申
都
道
府
県
教
育
委
員
会
．
以
下
問
U
Jを
経
由

し
て
‘
主
務
大
豆
を
「
行
政
庄
に
改
め
、
『
な
ら
な
い
」
白
下
に
『
．
こ
由
場
合
に
お
い
て
、
当
骸
般
置
者
が
学

校
の
段
置
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
公
立
由
学
校
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
在
地
四
都
道

府
県
教
育
香
員
会
．
次
条
第
二
岨
及
び
第
＝
項
、
第
宜
条
第
一
項
並
び
に
第
λ
条
に
お
い
て
岡
U
J
を
経
由
し
て
行

わ
な
貯
れ
ば
な
ら
な
い
』
を
加
え
、
問
項
下
欄
中
「
主
務
大
豆
在
『
行
政
庄
に
改
め
、
閃
項
の
前
に
次
回
よ
う

に
加
え
る
．

第
二
条
第
一
も
の
と
す
る

二
項

報

第
九
条
町
表
第
四
条
第
一
項
の
項
中
欄
中
『
そ
の
所
在
地
的
都
道
府
県
知
事
告
経
由
し
て
主
務
犬
犀
』
を
『
行
政

庄
」
に
改
め
、
『
な
ら
な
い
」
の
下
に
っ
と
申
場
合
に
お
い
て
、
当
該
股
置
者
が
学
校
の
設
置
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
由
所
在
地
申
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
を
加
え
、
問
項
下
棚
市
「
主
務
大
屋
在

存
政
庁
』
に
改
め
、
閉
ま
第
回
条
第
二
項
目
項
中
欄
中
『
そ
の
所
在
植
の
都
道
府
県
知
事
在
経
由
し
て
、
主
務
大

臣
』
を
『
行
政
庁
」
に
改
め
、
『
な
ら
な
い
」
目
下
に
勺
こ
白
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
置
者
が
学
校
白
根
置
者
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
加
え
、
問
項
下
柵
中
「
主

務
大
臣
」
を
『
行
政
庁
』
に
改
め
、
問
項
時
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
．

宮

三項第条第四

すのるもと
届出

』、，
項白

' 

通知
、」. j‘ 

f 再

次喜

項

火曜日

第
九
条
の
表
第
豆
条
由
項
上
欄
中
『
第
豆
条
｝
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
問
項
中
欄
中
「
モ
由
所
在
地
司

都
道
府
県
知
事
在
経
由
し
て
、
主
務
大
臣
」
を
『
行
政
庁
」
に
改
め
」
な

F
な
い
』
時
下
に
『
．
己
申
場
合
に
お
い

て
、
当
該
設
置
者
が
学
校
の
般
皿
煙
者
で
あ
る
と
き
は
‘
そ
田
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
ど
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
主
務
大
臣
』
を
『
行
政
庄
に
改
め
、
問
項
目
次
に
次
由
よ
う
に
加
え
る
．

平成27年3月31日

諸第条 ' 

与
書

通畿知当
語i

第
九
条
の
表
第
七
条
の
項
上
園
冊
中
『
第
七
条
」
を
『
第
七
条
婚
二
塁
に
改
め
、
問
項
中
欄
及
び
下
欄
中
「
第
二

条
」
を
『
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
問
項
目
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
一
る
．

21 

第九条の表第八条の項上欄中「第八条』を「前条」に改め．同項中欄中「その所在地の都道府県
知事を経由して、主務大臣」を『行政庁』に改め、「ならない」目下につ＝白場合において、当該

設置者が学校由設置者であるときは‘その所在地の都道府県知事を経由して仔わなければならなH』
を加え、問項下欄中「主務大臣」在一行政庁」に改める．

第十一条の見出しをコ行政庁等こに改め、同一条第一一明中「主務大臣』を「行政庁」に」厚生労園田
大臣」を『都道府県知事」に改める．

世主主案中藷－一一条から第五条まで及び第八条」を『第三条後段．第四条第一項後段及び第二項

ii陸医院陪軽Fー第二十八条原子爆弾被爆者に対する援護に関する法論施行令【平成七年政令第二十六号）の一部を
次由ように改Eする．

第二十ニ条第一項中『法第十七条第一項』を『法第十二条第一項及び第三項、第十三条第二項．
第十七条第－項」に改め、同条第二項中「前項」を「第二揖」に改め、問項を同条第三項とし、同

条第一項の次に次の一項を加える．
2前墳の規定により法第十＝条第一項に規定する厚生労耐大臣目指限に属する事務壱都道府県知

事が行う場合においては、次の衰の上欄に掲げる規定申同衰の中楓巴掲げる字句は、それぞれ同
衰の干欄に掲げる宇句とする．

軍 軍
雪項華条一 空項軍五

条 条

そ

署
~ 

開警
で畠

国産
つ

国農

て て て

警

事喜開
） 

者設開は

そ

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
由
一
部
改
定
）

第
二
＋
九
条
組
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
〔
平
感
T
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
〕
由
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
．

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
を
次
回
よ
う
に
改
め
る
．

一
削
除

第
十
六
条
第
－
項
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

十
八
削
除

第
十
六
条
第
二
項
由
表
児
童
福
祉
法
第
＝
十
条
第
五
項
目
現
及
び
母
子
保
健
棒
第
二
十
条
第
五
項
叩
項
壱
削
り
、

同
議
医
療
法
施
行
A
W第
一
条
及
び
第
四
条
由
主
白
項
よ
網
市
「
及
び
第
四
条
町
宣
」
を
削
り
、
問
表
保
健
闘
助
一
慶
節

看
穫
商
法
施
行
令
第
二
十
一
条
由
表
第
十
＝
一
条
第
－
項
の
項
、
第
十
三
条
第
＝
項
の
項
及
び
第
十
四
条
の
項
の
項
上

摘
中
『
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
十
六
条

由
表
第
十
一
条
第
一
項
の
積
、
第
十
一
条
旗
ニ
項
の
項
及
び
筆
ム
一
条
の
項
目
項
一
よ
柵
中
「
第
十
二
会
を
「
第
十

二
条
第
一
項
」
に
改
め
‘
同
衰
視
能
訓
練
士
法
施
行
令
第
十
七
条
町
表
第
十
二
条
第
一
項
の
一
、
第
十
二
条
議
ニ
項

の
項
及
び
第
十
三
条
の
項
目
項
上
欄
中
「
第
寸
三
条
」
を
「
崎
空
自
＝
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
．



2

施
行
目
前
に
旧
医
療
法
施
行
令
第
一
条
白
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
医
療
法
第
八
条
町
二
第
三
項
、
第

九
条
第
一
項
及
び
第
＋
五
条
第
三
項
目
規
定
に
よ
り
園
田
機
関
に
対
し
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
施

行
目
前
に
そ
由
通
知
が
さ
れ
て
H
な
H
も
の
に
つ
い
て
は
、
己
れ
を
‘
同
法
第
八
条
町
二
第
二
項
、
第
丸
条
旗
－
項

及
び
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
白
機
関
に
対
し
て
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ

U
て
そ
由
届
出
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
’
G
み
な
し
て
‘
と
れ
ら
田
規
定
を
適
用
す
る
．

第
三
条
施
行
目
前
に
医
憲
法
第
七
条
第
一
一
揖
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
1

第
十
六
条
、
第
十
八

一
条
並
び
に
第
二
十
七
条
町
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
又
は
と
の
政
令
の
施
行
由
際
現
に
ζ
れ
ち
田
規
定
に
よ
り
さ
れ

）
一
て
い
る
許
可
申
申
請
で
‘
施
行
自
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
許
可
主
は
許
可
回
申
捕
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が

号
一
異
な
る
と
と
と
な
る
も
回
は
、
施
行
日
以
後
に
お
吋
る
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
令

2
一
（
以
下
『
一
新
地
方
自
治
法
施
行
令
」
と
い
う
J
第
百
七
十
四
条
昭
三
十
五
由
規
定
に
よ
り
読
畳
替
え
て
適
用
す
る
同

ア
一
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
1

第
十
二
条
第
｝
項
及
び
第
ご
項
、
第
十
六
章
、
第
十
八
条
並
び
に
第
－
平
七
条
の

第
一
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
と
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
又
は
許
可
申
申
曹
と
み
な
す
・

外
一

z
施
行
目
前
に
医
療
法
第
八
条
町
二
第
二
項
．
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
福
宮
一
項
並
び
に
旧
医

号
一
療
法
施
仔
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
続
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
八
条
町
規
定
に
よ
り
都
通
府
県
田
機
関
に
対

（
一
し
届
出
及
び
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
施
行
目
前
に
そ
の
届
出
及
び
通
知
が
さ
れ
て
い
な
い
も
田
に

一
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
新
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
町
三
十
五
四
規
定
巴
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

一
法
第
八
条
由
ニ
第
二
項
．
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
鴬
三
項
並
び
に
第
三
条
由
規
定
に
よ
る
改

一
正
後
由
医
療
法
施
行
令
第
－
条
町
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
十
八
条
由
理
定
に
よ
り
地
方
公
共
団

一
体
的
機
関
に
対
し
て
届
出
及
び
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
届
出
及
び
適
知
が
吉
れ
て
い
な

－

H
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
．

量
一
刻
吋
判
劉
司
朗
羽
剥
遡
劃
司

i
l
一
第
四
張
附
則
第
二
会
第
一
項
及
び
前
条
第
一
一
揖
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
目
前
に
と
由
政
令
に
よ
る
改
正
前
田

一
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
等
由
処
分
そ
の
他
由
行
為
｛
以
下
己
申
項
に
お
H
て
「
処
分
尊
師
行

一
為
』
と
い
う
J
又
は
と
由
政
令
の
施
行
の
隠
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
由
そ
れ
ぞ
れ
由
政
令
由
規
定
に
よ
O
吉

’l
一
れ
て
い
る
承
認
等
由
市
開
そ
自
他
自
符
為
（
以
下
こ
四
項
に
お
hw
て
「
申
請
等
の
行
為
品
と
い
う
J
で
、
施
行
田
に

信
戸
一
お
い
て
と
れ
ら
叩
存
為
に
係
る
行
致
事
務
在
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
申
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る

一
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
申
モ
汽
そ
れ
申
政
令
の
適
用
巴
つ
い
て
は
、
こ
由
政
令
に
よ
る
改
定
後
目
そ
れ
ぞ
れ
申
政

一
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
務
等
由
行
為
と
み
な
す
．

日
一

2

附
則
第
＝
条
第
二
項
及
び
前
条
第
＝
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
司
施
行
目
前
に
と
由
政
令
に
よ
る
改
E
前
由
そ
れ

曜
一
ぞ
れ
の
政
令
申
規
定
に
よ
り
国
又
は
都
道
府
県
の
機
関
に
対
し
報
告
、
届
出
そ
骨
他
由
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

火
一
い
事
項
て
施
待
目
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
凶
て
は
、
己
れ
在
、
己
目
政
者
に
よ
る
改
定
後
日

l
一
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
回
相
当
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
‘
届
出
そ
の
他
の
芋
続
を
し

E
一
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
由
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
田
と
み
な
し
て
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
E
後
白

川
一
そ
れ
ぞ
れ
由
政
令
回
想
定
を
適
用
す
る
．

2
一
門
地
方
自
治
法
施
行
令
。
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
｝

月
一
第
五
条
施
行
固
か
ら
鼠
算
し
て
一
年
寄
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
医
護
法
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
〈
指
定
都

3
一
市
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
聞
は
、
当
該
指
定
都
市
町
属
す
る
都
議
府
県
が
開
条
の
規
定
に
基
づ
き
条
例

年
一
で
定
め
る
基
単
は
、
当
該
指
定
都
市
が
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
．

ア
一

z
施
行
目
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
越
正
な
い
期
間
内
に
お
H
て
、
医
療
法
第
二
十
一
条
由
規
定
に
基
ヲ
く
指
定
都
市

2
一
白
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
虫
で
の
聞
は
、
当
時
間
指
定
都
市
由
属
す
る
都
道
府
県
が
同
条
目
規
定
に
基
づ
き
条
例
で

成
一
定
め
る
益
増
は
、
当
鏡
指
定
都
市
が
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
固

平
一
｛
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
第
十
八
条
母
親
定
に
よ
る
医
療
法
盤
行
令
等
由
規
定
田
技
術
的

読
者
え
等
に
闘
す
る
政
令
の
一
樟
改
正
〕

第
穴
条
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
昔
研
究
所
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
鑑
行
令
等
申
規
定
申
技

街
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
〔
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
】
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
条
後
段
を
削
る
，

24 

〈
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
法
第
十
四
条
第
二
棋
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
即
規
定
田
技
衛
的
観
替
え
等
に

闘
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
無
数
豆
行
政
法
人
杭
梅
訓
練
所
法
第
十
四
条
第
一
項
骨
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
骨
組
定
の
技
補
的
競
替
孟

等
に
関
す
る
政
令
〔
平
成
士
一
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
の
一
部
易
茨
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
条
出
世
段
を
削
る
．

（
廟
獣
申
保
鰻
及
び
狩
猟
町
適
E
化
に
関
す
る
法
律
の
－
部
在
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に

関
す
る
政
省
由
一
部
改
悪

第
八
条
鳥
獣
叩
保
纏
及
び
狩
調
の
適
正
他
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
俸
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
田
整

備
に
関
す
る
政
令
（
￥
成
二
十
六
年
政
令
第
四
百
十
号
V

申
二
闘
を
次
申
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
三
条
第
三
号
中
『
第
四
条
」
を
『
第
三
条
｝
に
改
め
る
．

内
閣
総
理
天
臣

総
務
大
匡

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

国
土
交
通
大
匡

環
境
大
臣

言奇書耳持

要望貴重量霊
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O
摩
生
労
輔
省
令
第
五
十
五
骨

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
在
高
め
る
た
め
由
改
掌
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
控
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

n平

成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
一
号
V

及
び
地
場
町
自
主
性
及
び
自
立
性
在
高
め
る
た
め
申
改
革
田
推
進
在
図
る
た
め
の
関

係
法
律
白
墜
鳴
に
関
す
る
法
律
四
種
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
等
田
整
備
暗
に
閲
す
る
政
令
【
平
成
ご
十
七
年

政
令
第
百
二
十
八
号
）
申
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
在
高
め
る

た
め
由
改
革
回
推
進
を
図
る
た
め
叩
関
係
法
樟
の
整
備
に
関
す
る
法
徳
田
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
者
令
由
整
備

に
閲
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平

成

二

十

七

年

－

一

一

月

三

十

一

日

厚

生

労

働

大

臣

塩

崎

恭

久

地
域
由
自
主
性
及
び
自
立
性
在
高
め
る
た
め
田
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
樟
由
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
ヒ
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
盤
備
巴
関
す
る
省
令

寛
章
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
｝

第
一
条
児
童
領
祉
法
施
行
規
則
〔
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
｝
由
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

目
次
中
「
第
五
条
の
＝
＝
を
「
第
五
魚
の
二
の
－
ご
に
改
め
．
第
一
章
の
三
中
第
五
条
の
三
の
前
に
次
回
六
条
を

加
え
る
．

第
亙
条
の
こ
の
ニ
令
第
－
－
一
条
町
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
に
定
め
る
も
申

以
上
の
教
育
内
容
で
あ
る
こ
と
．

第
五
条
町
ニ
の
三
学
校
又
は
施
設
四
段
置
者
に
係
る
令
第
三
条
の
－
一
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
回
と
お
り
と
す
る
．

一
段
置
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
世
間
の
所
在
地

＝
名
称
及
び
位
置

三
設
置
年
月
日

四
学
則



8
一
（
母
子
保
健
治
施
行
規
則
の
一
部
改
正
】

6
一
第
十
四
条
母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
〕
由
一
部
を
次
由
よ
う
に
改
正
す
る
．

一
第
十
二
条
中
「
A

圏
在
除
〈
園
以
下
同
U
．
ど
を
削
り
．
『
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
ヒ
」
に
改
め
る
．

一
第
十
五
条
第
一
号
中
「
法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
～
指
定
の
権
限
並
び
に
」
を
削
り
、
「
第
－
一
十
一
条
の
三
及

一
ぴ
同
法
第
二
十
条
第
八
項
』
を
『
第
二
十
一
条
町
三
第
三
項
」
に
改
め
る
．

－

A

製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
的
一
部
改
正
回

一
第
十
五
条
製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
A
昭
和
制
四
十
－
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
｝
回
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

）
一
第
十
七
条
第
一
項
中
「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
円
以
下
『
地
方
面
厚
生
局
長
室
と
い
う
J
」
を
『
当

号
一
候
指
定
に
係
る
養
成
担
能
白
所
在
地
目
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

2
一
第
十
九
条
申
a

『
接
点
厚
生
局
長
竺
を
「
当
該
指
定
養
成
施
設
時
所
在
地
の
都
量
府
県
知
事
』
に
改
め
、
開
桑
田

ア
一
表
生
徒
の
定
員
四
項
中
「
養
成
施
墜
を
「
養
成
煤
担
」
に
改
め
る
．

第
一
第
二
十
条
第
一
項
中
『
第
T
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
・
」
を
「
次
の
と
お
り
と
す

外
一
る
．
」
に
改
め
、
問
項
に
次
白
書
号
を
加
え
る
．

号
一
一
第
寸
七
条
第
一
一
項
第
二
号
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

（
一
二
養
庇
施
設
申
教
員

一
第
二
＋
条
第
三
項
中
「
一
通
信
教
材
を
」
目
下
に
寸
教
員
四
採
用
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
届
書
に
新
た
に

一
教
員
と
な
っ
た
者
の
履
歴
書
を
』
を
加
え
．
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
．

一
第
二
十
一
条
を
削
る
．

一
〔
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

一
第
十
六
条
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
錦
町
〔
昭
和
六
十
＝
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
｝
叩
－
部
荘
一
骨

量
一
よ
う
に
改
E
す
る
．

t
二
第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
文
は
厚
生
労
働
大
匡
を
「
又
は
都
描
甲
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

一
第
二
十
三
魚
町
－
一
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
大
匡
」
白
下
に
「
内
法
第
三
十
九
条
語
一
号
か
ち
第
三
号
ま
で
に
規
定
す

一
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
由
設
置
者
が
鵡
習
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
．
次

’l
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
U
J」
在
加
え
る
．

t
E
一
第
二
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
『
又
は
養
成
施
設
」
を

一
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
．
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
．

－

A
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
制
町
一
部
改
正
）

回
一
第
十
七
条
社
会
福
祉
士
介
預
福
祉
土
養
成
施
陵
編
定
規
則
（
昭
和
六
十
＝
年
厚
生
省
令
第
宜
十
号
回
由
－
部
在
次
由

曜
一
よ
う
に
改
E
す
る
．

・9
－
第
一
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
＝
魚
－
を
加
え
る
．

第
十
条
由
見
出
し
を
「
（
令
一
第
五
条
目
規
定
に
よ
り
報
告
を
要
す
る
事
事
」
に
改
め
る
．

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
E

一
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

〔A
Y第
十
一
条
第
四
項
由
規
定
に
よ
り
報
告
を
悪
す
る
事
事

第
十
二
条
令
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
．
次
回
告
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
U
．

当
該
骨
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
．

一
指
定
在
し
た
場
合
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
〔
当
該
養
成
施
設
が
国
由
設
置
す
る
養
成
鑑
設
で

あ
る
場
合
に
畠
つ
て
は
‘
問
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
V

ニ
帝
第
四
条
第
二
明
白
規
定
に
よ
り
変
更
の
尿
認
を
し
た
場
合
第
八
条
弟
三
割
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
〈
修

業
年
限
、
養
成
課
程
、
入
所
定
員
及
び
学
級
数
に
関
す
る
事
項
に
限
る
J

三
令
第
四
条
第
二
項
申
規
定
に
よ
り
変
更
の
属
出
を
受
理
し
た
場
合
第
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
及
び
第
宣
号
に
掲
げ
る
事
項

gF業
年
限
‘
養
成
課
程
、
入
所
定
員
及
び
学
級
散
に
関
す
る
事
項
告
除
〈
J

四
令
第
五
条
の
規
定
に
式
り
報
告
を
受
理
し
た
場
合
第
↑
品
目
各
号
に
掲
げ
る
事
項

五
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
壱
取
り
消
し
た
場
合
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
及
び
取
り
消
し
た
目
（
令
第

八
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
巴
基
づ
き
指
定
を
取
り
消
し
た
通
告
に
あ
っ
て
は
、
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
並
び
に

取
り
消
し
た
目
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
J
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（
臨
際
工
学
技
土
法
施
行
規
則
等
由
一
部
改
E
V

第
十
八
条
次
に
掲
げ
る
省
令
由
規
定
中
扉
生
労
働
大
臣
」
在
「
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

一
臨
床
工
学
帯
主
法
施
行
規
則
【
昭
和
六
十
三
一
年
原
生
省
令
事
T
九
号
）
第
＝
十
四
条
第
三
号

一
一
義
既
設
具
土
法
施
行
規
則
｛
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
骨
）
第
二
十
四
巻
第
二
号

三
救
急
救
命
土
法
に
基
づ
く
指
定
霊
録
機
関
及
び
指
定
猷
験
線
関
に
閲
す
る
省
令
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十

E
5
第
す
六
条
第
＝
骨

四
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
《
平
成
十
年
厚
生
省
令
筆
，
一
号
）
第
一
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
三
号

豆
雪
館
聴
覚
土
法
に
基
づ
〈
指
定
墾
録
機
関
及
び
指
定
詰
験
機
聞
に
関
す
る
省
令
門
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
十

五
号
V

第
十
六
条
第
二
号

（
企
鳥
処
理
由
事
業
田
規
制
及
び
企
烏
換
査
に
関
す
る
法
樟
施
行
親
則
由
一
部
改
正
〕

第
十
九
条
食
一
鳥
処
理
由
事
業
師
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
権
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
帝
第
四
十
号
V

由
一
部
を
次
申
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
十
宣
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
告
蓄
積
登
録
に
係
る
講
習
会
田
実
語
地
の
墾
埠
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

第
十
九
条
中
『
厚
生
労
骨
大
匡
」
を
「
そ
の
笠
録
購
習
会
の
実
施
地
の
都
道
府
県
知
事
』
に
改
め
る
．

第
笠
十
条
第
－
事
た
だ
し
書
壱
嗣
り
、
問
項
中
第
一
号
及
び
第
＝
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
－
号
と
し
、
第
四
号

を
第
＝
号
と
し
‘
第
主
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
ニ
項
を
削
る
．

邑
原
子
爆
弾
被
燭
者
に
対
す
る
盤
穫
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
－
部
改
正
）

創
コ
刊
剣
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
閲
す
る
法
衛
施
行
規
則
笠
’
成
七
年
厚
生
省
帝
第
二
十
三
号
）
の
－

部
を
次
回
よ
う
に
改
E
す
る
．

第
七
十
六
条
中
「
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
由
権
限
」
を
「
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
象
業
三
項
（
と

れ
ら
の
規
定
を
法
答
干
一
条
に
お
い

τ準
用
す
る
場
合
を
昔
む
J
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
匿
の
権
匿
に
、
「
第

一
号
に
掲
げ
る
権
限
寵
第
す
ニ
条
第
三
項
に
係
る
も
申
に
限
る
J
及
び
第
ニ
号
に
掲
げ
る
権
限
』
を
「
そ
由
権
匿

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
．

（
理
容
師
法
施
行
規
則
自
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
理
容
師
漉
施
行
規
則
♀
成
十
年
厚
生
省
令
第
四
き
の
一
部
を
次
申
よ
う
に
改
正
す
る
．

附
則
第
七
条
第
十
＝
号
中
「
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
｛
以
下
『
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
J
』

を
『
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

附
則
第
八
条
第
六
号
中
「
地
方
原
生
局
長
辱
』
を
『
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

A

理
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則
の
一
部
改
E
V

第
二
十
二
条
理
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
回
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
三
条
第
一
項
中
属
生
労
働
大
臣
』
を
「
当
該
指
定
に
係
る
理
容
師
養
成
施
設
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
』
に

改
め
．
同
条
第
四
項
を
削
る
．

第
六
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
』
を
「
当
該
指
定
養
成
施
政
所
在
地
申
都
道
府
県
知
事
』
に
改
め
、
問
項
後

段
を
則
。
、
同
条
第
＝
一
項
中
『
厚
生
労
働
大
臣
』
を
『
当
該
指
定
養
成
施
設
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
．

問
項
後
段
を
削
る
．

第
七
条
か
ら
第
＋
条
ま
で
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
屋
を
「
当
該
指
定
養
成
施
設
所
在
地
の
都
道
厨
県
知
事
』

に
改
め
る
．

第
十
三
条
丑
ぴ
第
十
三
長
第
二
揖
中
『
厚
生
骨
働
大
臣
」
を
「
指
定
養
成
施
設
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
」
に
改

め
る
．

（
美
容
師
法
施
行
輝
則
の
－
部
改
正
）

第
二
十
三
条
奨
容
師
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
号
）
由
一
部
を
次
の
よ
う
に
3

改
正
す
る
．

附
則
第
七
条
第
十
二
号
中
『
地
方
厚
生
局
長
文
は
地
方
厚
生
支
局
長
円
単
P

「
地
方
厚
ι
甲
蕗
長
等
』
と
い
う
．
こ

を
「
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
る
．

間
風
第
八
条
第
ハ
号
中
「
地
方
厚
生
局
長
等
』
を
「
都
道
唐
県
知
事
」
に
改
め
る
．


